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平成３０年度答申第５０号 
平成３０年１１月１９日 

 
諮問番号 平成３０年度諮問第３５号（平成３０年８月３１日諮問） 
審 査 庁 特許庁長官 
事 件 名 特許料等追納手続却下処分に関する件 
 

答  申  書 
 
審査請求人Ｘ₁及びＸ₂からの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次の

とおり答申する。 
 

結     論 
 

本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は妥当である。 
 

理     由 
 
第１ 事案の概要 
 １ 事案の経緯 
 （１）審査請求人Ｘ₁（以下「審査請求人Ａ」という。）は、平成２３年１月２

６日、特許出願（特願ａ）の分割出願（特願ｂ）をし、平成２５年１月１

８日、当該分割出願について特許権の設定の登録を受け、特許第ｃ号（以

下「本件特許権」という。）の特許権者となった。 
 （２）審査請求人Ｘ₂（以下「審査請求人Ｂ」という。）は、平成２６年５月１

９日、本件特許権について特許無効審判（以下「本件審判」という。）を

請求した。平成２７年８月２４日、本件特許権を無効とする審決（以下

「本件審決」という。）があり、審査請求人Ａは、同年９月１６日、本件

審決を不服として審決取消訴訟（以下「本件訴訟」という。）を提起した。

平成２８年３月９日、審査請求人Ａ及び審査請求人Ｂ（以下「審査請求人

ら」という。）の間で和解が成立し（以下「本件和解」という。）、同月

３０日、本件特許権の一部を審査請求人Ｂに移転する登録申請が行われ、

本件特許権は審査請求人らが共有することとなった。 
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（３）本件特許権について、特許法（昭和３４年法律第１２１号）１０８条２

項の規定による第４年分の特許料の納付期間の末日（以下「納付期限」と

いう。）である平成２８年１月１８日までに、特許料が納付されず、さら

に、同法１１２条１項の規定による特許料を追納することができる期間の

末日（以下「追納期限」という。）である同年７月１９日（同月１８日は

行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）１条１項２号に

掲げる日に該当するため、特許法３条２項の規定により、追納期限は翌日

の同月１９日となる。）までに、特許料及び割増特許料（以下「特許料等」

という。）が納付されなかった（以下「本件期間徒過」という。）ため、

同条４項の規定に基づき、本件特許権は特許料の納付期間が経過した時に

遡って消滅したものとみなされた。 
（４）審査請求人らは、本件特許権につき、追納期限までに特許料等を納付し

なかったことについて「正当な理由」があるとして、特許法１１２条の２

第１項に基づき、平成２８年９月２９日付けで特許料納付書を、同年１０

月２４日付けで回復理由書をそれぞれ特許庁長官（以下「処分庁」又は

「審査庁」という。）に提出した。 
（５）処分庁は、審査請求人らに対し、平成２９年２月２８日発送の却下理由

通知書により、特許料の追納による特許権の回復に係る手続については、

追納期限までに特許料等を納付しなかったことについて「正当な理由」が

あるとはいえず、特許法１１２条の２第１項の要件を満たしていないこと

から、同法１８条の２第１項本文の規定に基づき却下すべき旨を通知する

とともに、弁明の機会を付与した。 
（６）審査請求人らは、平成２９年４月２６日付けで、処分庁に対し、弁明書

を提出した。 
（７）処分庁は、平成２９年８月３日付けで、審査請求人らに対し、特許料の

追納による特許権の回復に係る手続について、却下理由通知書に記載した

理由により却下処分（以下「本件却下処分」という。）をした。 
（８）審査請求人らは、平成２９年１１月１５日、審査庁に対し、本件却下処

分の取消しを求めて、本件審査請求をした。 
（９）審査庁は、平成３０年８月３１日、当審査会に対し、本件審査請求は棄

却すべきであるとして諮問をした。 
以上の事案の経緯は、諮問書、審査請求書、特許料納付書、回復理由書、

却下理由通知書、弁明書（審査請求人ら作成）及び手続却下の処分から認め
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られる。 
２ 関係する法令の定め 
（１）特許料の納付 

特許法１０７条１項は、特許権者は、特許権の設定の登録の日から存続

期間の満了までの各年について、特許料を納付しなければならない旨規定

し、同法１０８条２項本文は、第４年以後の各年分の特許料は、前年以前

に納付しなければならない旨規定する。 
（２）特許料の追納 

特許法１１２条１項は、特許権者は、同法１０８条２項に規定する期間

内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であ

っても、その期間の経過後６月以内にその特許料を追納することができる

旨規定し、同法１１２条２項は、特許料を追納する特許権者は、特許料の

ほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない旨規定す

る。 
また、特許法１１２条４項は、特許権者が特許料を追納することができ

る期間内に、特許料及び割増特許料を納付しないときは、その特許権は、

同法１０８条２項本文に規定する期間の経過の時に遡って消滅したものと

みなす旨規定する。 
（３）特許料の追納による特許権の回復 

特許法１１２条の２第１項は、同法１１２条４項の規定により消滅した

ものとみなされた特許権の原特許権者は、特許料を追納することができる

期間内に特許料及び割増特許料を納付することができなかったことについ

て正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その特

許料及び割増特許料を追納することができる旨規定する。 
特許法施行規則（昭和３５年通商産業省令第１０号）６９条の２第１項

は、経済産業省令で定める期間は、正当な理由がなくなった日から２月と

する旨、ただし、当該期間の末日が特許料を追納することができる期間の

経過後１年を超えるときは、その期間の経過後１年とする旨規定する。 
（４）不適法な手続の却下 

特許法１８条の２第１項本文は、特許庁長官は、不適法な手続であって、

その補正をすることができないものについては、その手続を却下するもの

とする旨規定し、同条２項は、同条１項の規定により却下しようとすると

きは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、
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弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない旨規定する。 
 ３ 審査請求人らの主張の要旨 
 （１）本件審判において、審判長は、平成２７年３月３１日、本件特許権が無効

である旨の審決の予告をした。審査請求人Ａは、同年６月１日、本件審判

の代理人に選任していたＰ弁理士を解任し（以下「本件解任」という。）、

Ｑ弁理士他５名（以下「Ｑ弁理士ら」という。）を本件審判の新たな代理

人として選任した。 
（２）本件解任を確認する書面（以下「解任の書面」という。）には、特許料

の納付についての記載はないことから、特許料の納付手続については引き

続きＰ弁理士に代理を委任していた。しかし、Ｐ弁理士は、長年信頼関係

を築いてきた審査請求人Ａから突然解任されたことにより動揺し、特許料

の納付についても不要であると誤解し、本件特許権についての特許料の納

付管理及び納付手続（以下「納付事務」という。）を中止した。 
通常であれば、Ｐ弁理士が特許料の納付のために期間管理を行い、リマ

インダを審査請求人Ａに送付することにより本件期間徒過を回避すること

が可能だったにもかかわらず、Ｐ弁理士の誤解という特殊な事情があった

ことにより、本件期間徒過を回避することができなかった。 
（３）Ｑ弁理士らは、本件審判及び本件訴訟の代理人であるが、納付事務につ

いては代理を委任されていないから、特許料の納付状況について確認する

法的義務はなく、本件期間徒過を回避するために相応の措置をとるべき者

ではない。 
第２ 諮問に係る審査庁の判断 

審査庁の諮問に係る判断は審理員の意見と同旨であるところ、審理員の意見

の概要は以下のとおりである。 
１ 審査請求人らの主張によれば、本件期間徒過の原因は、審査請求人ＡがＰ

弁理士に代理を委任していた事務のうち、本件審判の事件処理の委任のみを

解除したにもかかわらず、Ｐ弁理士が、長期間信頼関係を築いていた審査請

求人Ａから突如解任をされたことによる心理的打撃から、本件特許権の納付

事務をも行う必要がなくなったと誤解をし、特許料の納付に係る期間管理を

しなかったことにあるとのことであるが、審査請求人らの主張によっても、

結局のところ、審査請求人Ａ及びＰ弁理士の間で、本件特許権に係る特許料

の納付手続を誰が行うかについての確認や指示が不十分であったために、特

許料の納付に係る期間管理が行われず、本件期間徒過が生じたというにすぎ
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ず、審査請求人Ａ及びＰ弁理士が、本件期間徒過を回避するために相当な注

意を尽くしていたということはできない。 
２ この点に関し、審査請求人らは、本件期間徒過は、代理人の錯誤という特

殊な事情により生じたものであるから、特許法１１２条の２第１項所定の

「正当な理由」がある旨主張する。 
しかしながら、特許権者が自らの判断に基づき、第三者に委任して特許料

を納付することとした以上、委任を受けた第三者に「正当な理由」があると

はいえない状況の下で、特許料の追納期間を徒過した場合には、当該特許権

者について「正当な理由」があるとはいえないと解すべきであり（最高裁昭

和３３年９月３０日第三小法廷判決・民集１２巻１３号３０３９ページ、知

財高裁平成２２年９月２２日判決参照）、特許法１１２条の２第１項所定の

「正当な理由」があるというためには、特許権者自身のみならず、代理人に

ついても相当な注意を尽くしていたことが必要とされるものである。したが

って、審査請求人らが主張する代理人の錯誤の存在をもって、特段の事情が

あると評価することはできず、審査請求人らの主張は採用できない。 
第３ 調査審議の経緯及び審査関係人の補充主張 
 １ 調査審議の経緯 

当審査会は、平成３０年８月３１日に審査庁から諮問を受けた。その後、

当審査会は同年１０月１２日、同月１９日、同年１１月７日及び同月１６日

の計４回の調査審議を行った。 
また、審査請求人らから、平成３０年９月１８日付けで主張書面の提出を

受けた。 
 ２ 審査請求人らの補充主張 
   審理員意見書では、審査請求人Ａ及びＰ弁理士の間で、本件特許権に係る特

許料の納付手続を誰が行うかについての確認や指示が不十分であったと認定

しているが、審査請求人Ａ及びＰ弁理士は、代理の委任の解除を解任の書面

で確認しており、この書面には、本件審判についての代理人の解任について

明確に記載され、特許料の納付についての記載は一切ないことから、特許料

の納付については代理の委任を解除しておらず、委任の解除の範囲は明確で

あった。 
第４ 当審査会の判断 
 １ 審理員の審理手続について 

  当審査会に提出された主張書面及び資料によれば、本件審査請求に関する
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審理員の審理の経過は以下のとおりである。 

（１）審理員の指名 

審査庁は、平成３０年１月２５日付けで、本件審査請求の審理手続を担

当する審理員として、特許庁総務部総務課法務調整官であるＲを指名し、

同日付けで、その旨を審査請求人らに通知した。 

（２）審理手続 

ア 審理員は、平成３０年２月１５日付けで、処分庁に対し、同年３月１

９日までに弁明書を提出するよう求めた。 

イ 処分庁は、平成３０年３月１９日付けで、審理員に対し、弁明書を提

出した。審理員は、同年４月４日付けで、審査請求人らに対し、弁明書

の副本を送付するとともに、反論書を提出する場合には同年５月７日ま

でに提出するよう求めた。 

ウ 審査請求人らは、平成３０年５月７日付けで、審理員に対し、反論書

及び証拠書類を提出した。 

エ 審理員は、平成３０年８月２３日付けで、審査請求人らに対し、審理

を終結した旨並びに審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予定

時期が同月２９日である旨を通知した。 

オ 審理員は、平成３０年８月２９日付けで、審査庁に対し、審理員意見

書及び事件記録を提出した。 

以上の審理員の審理手続については、特段違法又は不当と認められる点は

うかがわれない。 

 ２ 本件却下処分の適法性及び妥当性について 

（１）正当な理由の解釈 
  ア 裁判例の考え方 

知的財産高等裁判所が示す解釈によると、特許法１１２条の２第１項に

いう「正当な理由」があるときとは、特段の事情のない限り、原特許権者

（その特許料の納付管理又は納付手続を受託した者を含む。）において、

一般に求められる相当な注意を尽くしてもなお避けることができないと認

められる客観的な事情により、同法１１２条１項の規定により特許料を追

納することができる期間内に特許料及び割増特許料を納付することができ

なかった場合をいうものと解するのが相当であるとされる（知的財産高等

裁判所平成２９年（行コ）第１０００４号平成３０年５月１４日判決及び

東京地方裁判所平成２９年（行ウ）第２５３号平成２９年１１月２９日判
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決参照）。 
イ 「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン（平成２８年３月特許

庁）」（以下「ガイドライン」という。）の考え方 
特許庁は、「正当な理由」による権利の回復が認められるか否かについ

て、出願人等（特許権の原特許権者を含む。）の予見可能性を確保するこ

とを目的としてガイドラインを公表しており、ガイドラインでは、「手続

をするために出願人等が講じていた措置が、状況に応じて必要とされるし

かるべき措置（以下「相応の措置」という。）であったといえる場合に、

それにもかかわらず、何らかの理由により期間徒過に至ったときには、期

間内に手続をすることができなかったことについて『正当な理由』がある

ものとして、期間徒過後の手続を許容する」という考え方が示されている。 
そして、期間徒過の原因事象が人為的なミスに起因する場合、期間徒過

の原因事象の発生前に講じた措置が相応の措置といえるか否かについては、

「通常の注意力を有する者であれば、当該ミスによる事象の発生を回避す

べく措置を講ずべきであることから、その事象の発生を回避できなかった

ことをもって、原則、出願人等は、相応の措置を講じていなかったものと

され」るが、「出願人等が講じていた措置により、通常であれば当該ミス

による事象の発生を回避できたにもかかわらず、特殊な事情があったこと

によりそれを回避できなかったといえるときは、その措置は相応の措置で

あったと判断されることもあ」るとしている。 
また、特許庁に対する手続を代理人に委任している場合について、「当

該手続は当該代理人が行うことが通常であることから、出願人等が手続を

するために講じた措置については、原則として、出願人等だけでなく当該

代理人に対しても相応の措置を講じていたか否かが判断され」るとしてい

る。 
ウ 当審査会が採用する判断の枠組み 

上記アで示した裁判例の判断の枠組みは、特許法１１２条の２第１項に

係る「正当な理由」の趣旨について、第三者の監視負担も考慮しつつ、原

特許権者（その特許料の納付管理又は納付手続を受託した者を含む。）の

責任において、特許料の納付等の管理について相当な注意を尽くす必要が

あることを前提として、一般に求められる相当な注意を尽くしてもなお納

付できないという事象の発生を避けることができないと認められる客観的

な事情を明らかにすることを求めているものである。特許権についての特
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許料の納付等の管理が、特許権者の責任において行われるべきものである

ことも踏まえれば、当該枠組みは妥当であると考えられるので、以下、こ

の枠組みを使って検討する。 
また、ガイドラインで示されている基本的な考え方は、特許料の納付等

の管理の重要性に見合った注意義務を前提として「相応の措置」を求める

もので、上記裁判例で示された「相当な注意」と同趣旨であると考えられ

るため、ガイドラインで示されている考え方も考慮しつつ判断することが

有効であると考える。 
（２）「正当な理由」の有無 
  ア 具体的検討 
  （ア）資料（回復理由書、弁明書（審査請求人ら作成）、解任の書面、平

成２８年９月１日から同月１３日までの間にＰ弁理士とＱ弁理士らとの

間で交わされた本件特許権の納付事務に関する通知文（４通）、和解契

約書、本件特許権に関するお尋ねの件、特許料の納付に関する確認書）

によれば、本件の経緯はおおむね以下のとおりであったと認められる。 
    ① 審査請求人Ａは、本件審判において、本件特許権が無効である旨

の審決の予告がされたため、平成２７年６月１日、本件審判の代理人

に選任していたＰ弁理士を解任（本件解任）し、Ｑ弁理士らを新たな

代理人として選任した。 
    ② 審査請求人Ａは、Ｐ弁理士に対し、平成２７年６月１日付けで解

任の書面を交付した。同書面には、Ｐ弁理士に本件特許権の無効審判

事件の手続の代理を委任していたところ、同日をもって解除したこと

に相違ない旨記載されていた。 
    ③ 本件審判の結果、平成２７年８月２４日、本件特許権を無効とす

る本件審決があり、審査請求人Ａは、Ｑ弁理士らを訴訟代理人として、

同年９月１６日、本件審決を不服として本件訴訟を提起した。 
④ 本件特許権について、納付期限である平成２８年１月１８日までに

特許料が納付されなかった。 
⑤ 平成２８年３月９日、審査請求人らの間で本件和解が成立し、同月

３０日、本件特許権の一部を審査請求人Ｂに移転する登録申請が行わ

れ、本件特許権は審査請求人らが共有することとなった。本件和解で

は、審査請求人Ｂは、本件特許権について自己の持分に応じた特許料

を、審査請求人Ａの請求により審査請求人Ａに支払うことに合意して
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おり、特許料を納付する義務は、両者の間においては、審査請求人Ａ

のみが負っていた。 
⑥ 本件特許権について、追納期限である平成２８年７月１９日までに

特許料等が納付されなかった（本件期間徒過）ため、本件特許権は、

納付期限である平成２８年１月１８日に遡って消滅したものとみなさ

れた。 
    ⑦ 審査請求人Ｂは、本件特許権の登録状況を特許情報プラットフォ

ームで確認したところ、第４年分の特許料が納付されておらず本件特

許権が消滅していることを知り、平成２８年８月２４日付けで、審査

請求人Ａに対して特許料の納付に関して文書で照会をした。 
⑧ 平成２８年９月、Ｐ弁理士とＱ弁理士らとの間で、解任の書面によ

って委任が解除された代理の範囲はどこまでで、特許料の納付手続に

ついてはいずれが代理していたと解すべきかについて、双方の応酬が

重ねられた。 
     ⑨ 審査請求人らは、平成２８年１０月２４日付けで、回復理由書を提   

出した。 
  （イ）審査請求人らは、解任の書面には、本件審判の手続について解任す

る旨の記載はあるものの、特許料の納付についての記載はないことから、

本件特許権の特許料の納付手続については引き続きＰ弁理士に委任して

おり、同弁理士が突然の解任に動揺し、本件審判の手続だけでなく特許

料の納付手続も不要であると誤解したという特殊な事情があったために、

本件期間徒過を回避することができなかった旨主張する。 
しかし、上記（ア）のとおり、本件審判の当初の代理人であったＰ弁

理士と本件解任後新たに代理人に選任されたＱ弁理士らとの間で、本件

特許権の特許料の納付手続についていずれが受任していたかに関し、Ｐ

弁理士の解任の書面や関係者の発言の解釈に食い違いが見られた。本件

解任は、Ｐ弁理士に委任した本件審判において、本件特許権が無効であ

る旨の審決の予告がされたことを契機にされたものであるが、審査請求

人ＡとＰ弁理士との間でその後の本件特許権の特許料の納付手続を誰が

行うかが明確とされていなかったことがうかがわれる。結局のところ、

本件期間徒過は、本件解任の際、審査請求人ＡとＰ弁理士との間で、同

弁理士が引き続き特許料の納付手続を委任されているのか、本件解任に

よりその委任関係も解消されたのかについて確認が不十分であったため
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生じたと認めるのが相当である。 
そうすると、少なくとも、審査請求人Ａは、特許権者として、自らの

判断に基づき第三者に委任して特許料を納付することとしている以上は、

その委任関係の継続の有無を明確にすべきであり、本件はそうでなかっ

たのであるから、審査請求人Ａにおいて、本件特許権の特許料の納付手

続について相当な注意を尽くしていたとは認められない。 
（ウ）したがって、本件期間徒過は、審査請求人Ａにおいて、一般に求め

られる相当な注意を尽くしてもなお避けることができないと認められ

る客観的な事情により、特許料等を納付することができなかった場合

に当たるということはできず、「正当な理由」があったということは

できない。 
イ ガイドラインの考え方に沿った補充的検討 

上記アで説示したところに加えて、ガイドラインの考え方に沿って検討

しても、通常であれば特許料の追納期限の徒過の発生を回避できたにもか

かわらずそれを回避できなかったといえる特殊な事情があって、相応の措

置を講じていたことを認めるに足りる主張・立証はない。したがって、ガ

イドラインの考え方を考慮しても、期間徒過後の手続を許容すべき「正当

な理由」があるとは認められない。 
３ まとめ 

   以上によれば、本件却下処分は違法又は不当であるとはいえないから、本件

審査請求を棄却すべき旨の諮問に係る判断は妥当である。 
   よって、結論記載のとおり答申する。 
 
    行政不服審査会 第３部会 

委   員   戸   塚       誠 

委   員   小 早 川   光   郎 

委   員   山   田       博 

 

 


